
地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域間幹線系統補助）

補助対象系統のイメージ

地域をまたがる幹線バス交通ネットワーク
赤字バス系統（補助対象）

Ａ町 Ｂ市 Ｃ村

バス停
地域をまたがる幹線交通ネットワーク

黒字バス系統（補助対象外）
駅 駅

○ 補助対象事業者
一般乗合旅客自動車運送事業者又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
予測費用（補助対象経常費用見込額）から予測収益（経常収益見込額）を控除した額

補助内容

予測費用

補助対象
経費

予測
収益

欠損

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
都道府県等が定めた地域公共交通計画に位置付けられた系統であり（※1）、
・一般乗合旅客自動車運送事業者による運行であること
・複数市町村にまたがる系統であること（平成13年３月31日時点で判定）

・１日当たりの計画運行回数が３回以上のもの
・輸送量が15人～150人／日と見込まれること

・経常赤字が見込まれること

※ １日の運行回数３回（朝、昼、夕）以上であって、１回当たりの輸送量５人以上
（乗用車では輸送できず、バス車両が必要と考えられる人数）

※ ①復興特会から移行する応急仮設住宅非経由系統のうち、 東日本大震
災前に輸送量要件を満たし、補助対象期間に輸送量見込が要件を満たさな
い系統、②熊本地震前に輸送量要件を満たし、補助対象期間に輸送量見込
が要件を満たさない系統については、輸送量要件を緩和（一定期間）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、地域間交通ネットワークを形成する
地域間幹線系統の運行について支援。

＜補助対象経費算定方法＞
予測費用

（事業者のキロ当たり経常費用見込額
×系統毎の実車走行キロ）

－
予測収益

（系統毎のキロ当たり経常収益見込額
×系統毎の実車走行キロ）

※1：令和6年度までは経過措置により、令和2年度以前の生活交通確保維持改善計画等による申請も可能。



地域公共交通確保維持事業 （陸上交通：地域内フィーダー系統補助）

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バス等の地域間交通ネットワークと密接な地
域内のバス交通・デマンド交通の運行について支援。

○ 補助対象事業者

地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
補助対象系統に係る経常費用から経常収益を控除した額

補助内容

○ 補助率

１／２以内

○ 主な補助要件

市町村等が定めた地域公共交通計画に確保又は維持が必要として掲載され、

・一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、

自家用有償旅客運送者による運行であること

・補助対象地域間幹線バス系統等に接続するフィーダー系統であること

・新たに運行を開始するもの又は公的支援を受けるものであること

・路線定期運行の場合、輸送量が２人／１回以上であること

・経常赤字であること

補助対象系統のイメージ

経常費用

補助対象
経費

経常
収益

欠損

※令和6年度まではバス事業者等も対象

地域をまたがる地域間幹線バス交通
赤字バス系統（地域間幹線補助対象）

Ａ町 Ｂ市

地域をまたがる地域間交通ネットワーク
黒字バス系統・鉄軌道等（補助対象外）

駅

接続

過疎地域等
交通不便地域

接続

地域内のバス交通 ・デマンド（区域）交通 ・乗用タクシー
（地域内フィーダー系統補助対象）

※専ら政令市等が運行支援を行うもの及びその運行区域の全てが政令市等の区域内であるものは除外
※交通不便地域は、地方運輸局長等が指定する地域
※乗用タクシーは、過去に乗合バス事業等による乗合旅客の運送を行っていた地域であって、乗用タクシー以外の輸送手段が無いと地方運輸局長が認めた地域に限る

駅
バス
停



○ 補助対象事業者
【車両減価償却費等補助】

幹線系統 ：一般乗合旅客自動車運送事業者
又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

フィーダー系統：地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

【公有民営補助】

地方公共団体又は地域公共交通活性化再生法に基づく協議会

○ 補助対象経費
【車両減価償却費等補助】 【公有民営補助】

補助対象購入車両減価償却費及び 補助対象車両購入費用
当該購入に係る金融費用の合計額

（地域公共交通利便増進計画又は地域旅客運送
サービス継続計画に位置付けられた系統につい
ては、車両購入費の一括補助も可）

地域公共交通確保維持事業 陸上交通：車両購入に係る補助

○ 補助率
１／２

○ 主な補助要件
・補助対象期間中に新たに購入等を行うもの
・主として地域間幹線又は地域内フィーダーの補助対象系統の運行の

用に供するもの
・地上から床面までの地上高が65センチメートル以下かつ定員11人

以上の車両であって次のいずれかに該当するもの
①ノンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
②ワンステップ型車両（スロープ又はリフト付き）
③小型車両（①及び②の類型に属さない長さ７メートル以下かつ

定員29人以下の車両）

・運行区間の一部に高速道路等を含む補助対象系統の運行の用に供
するものであって道路運送車両の保安基準（座席ベルト、ＡＢＳ等の設
置）に適合した定員11人以上の車両

車両減価償却費等補助 公有民営補助

※補助対象経費の限度額
① ノンステップ型車両 ：1,500万円

② ワンステップ型車両：1,300万円
③ 小型車両 ：1,200万円
④ 都市間連絡用車両：1,500万円

バス事業者

バスを借りて

運行

地方公共団体

バス車両を

所有

貸渡（リース）

（売却・廃車）

代替

使用料

300 

180 

108
81 81

（単位：万円）

購入年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

合計
750万円

２年間で均等に分割して交付
１年目 375万円
２年目 375万円

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入し、定率法（残存価額×0.4）を用いて
５年間で償却する場合＞

＜車両価格1,500万円のノンステップバスを購入した場合＞

厳しい経営状況にある乗合バス事業者の負担の軽減や老朽更新による安全確保及び利用者利便を図る観点
から、バス車両の更新等について支援。

補助内容

補助方式のイメージ

※ 補助対象金融費用は、
年2.5％が上限

協議会で、
老朽車両の代替を含む
「収支改善計画」を策定

車両購入に係る
減価償却費・金融費用を
５年間にわたって交付

※令和6年度まではバス事業者も対象

※令和6年度までは協議会を構成する市町村も対象



（「道路運送法」（令和２年６月３日改正）に位置づけ）

【自家用有償旅客運送の実施の円滑化】

過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送について、バス・タクシー事業者が運行管理、車両整備管理で協
力する制度を創設
⇒運送の安全性を向上させつつ、実施を円滑化

過疎地域等における高齢者等の足を確保するためには、バス・タクシーと自家用有償旅客運送を適切な役割分担
のもと組み合わせ、持続可能な地域交通を実現する必要がある。
このため、「成長戦略実行計画」に基づき、自家用有償旅客運送の実施の円滑化のために制度を見直すこととあわ
せ、その導入を促進するために市町村、NPO等による車両購入等を支援する。

地域の需要に応じて効率的な運行を促すため、小型車両の導入や運転者の講習受講料を支援

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 ●乗車定員１０人以下の車両（一括補助）

●運転者の講習受講料
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた確保維持事業（運行費補助）の

対象系統の運行の用に供するもの
●自家用有償旅客運送の用に供するもの

地域公共交通確保維持事業 陸上交通：車両購入に係る補助
自家用有償旅客運送導入促進のための車両購入費等への補助



車両改造費補助

【補助対象事業者】 地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会
【補助対象経費】 車両の改造費用（座席の撤廃、荷物置きと座席の隔壁設置、荷物固定のための柵購入及び設置等の費用）
【補助率】 １／２
【補助要件】 ●法定計画に位置づけられた系統の運行の用に供するもの

●法定計画において貨客混載の導入による収支改善目標を記載

座席の撤廃等

貨客混載の例

貨物事業者支店

バス停 バス事業者営業所 貨物事業者

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

旅客の乗降
貨物の積み下ろし

貨物の積み 路線バスとして運行

貨物車として運行

貨客混載車として運行

背景・目的

○ 人口減少・少子高齢化に伴う輸送需要の減少や自動車運送業の担い手不足により、過疎地域等において生活交
通の確保・維持や物流サービスの持続可能性が深刻な課題となっている。

○ このような中で、バス等の運行とあわせて貨物を輸送する「貨客混載」を導入することで、物流サービスの確保とあ
わせて、バス等の運行に係る生産性向上（収支改善）を図ることができ、持続可能な地域公共交通ネットワークの実
現につながる。

○ このため、必要な車両の改造費等を支援することにより、貨客混載の導入を促進し、もってバス等の運行に係る収
支改善につなげることとする。

地域公共交通確保維持事業 陸上交通：車両購入等に係る補助
貨客混載のための車両改造費補助



Ｄ

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

現 状 再編後

需要規模が小さい地方部のバス路線について、ミニバンやセダンといった車両へのダウンサイジングと合わせて
増便や定時性の向上などのサービス改善やデマンド交通への転換を行う取組等に対して支援を拡充し、地域公
共交通ネットワークの効率化・再編を推進（地域公共交通利便増進実施計画に基づく特例）

再編（デマンド交通導入）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

幹線系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

フィーダー系統補助
・運行費
・車両購入費（乗車
定員１１人以上）

【地域間幹線系統】
・ゾーンバス化等により、基幹系統と支線系統とに運行系統を分けることで地域間幹線補助系統の要件を満たさなくなる系統
についても補助対象化（複数市町村要件、輸送量要件の除外）
・上記の対象となる系統以外の系統について輸送量要件（15人／日）の緩和（３人／日）
・ゾーンバスの支線系統等の効率的な運行を実現するため、小型車両（乗車定員7～10人）を補助対象化

【地域内フィーダー系統】
・ゾーンバスの支線系統等の効率的な運行を実現するため、小型車両（乗車定員７～１０人）を補助対象化

※「ゾーンバス化」：運行地域のバス交通の拠点となる乗継ポイントを設定し、乗継ポイントを起点に中心部までの路線を「基幹系統」、乗継ポイントから周辺地域への路線を「支線系統」に役割分担すること。

＜利便増進特例＞
・小型車両（乗車定員７～１０
人）の補助対象化
・車両の購入時一括補助化

＜利便増進特例＞
・複数市町村要件、輸送量
要件の適用除外又は緩和
・小型車両（乗車定員７～１０
人）の補助対象化
・車両の購入時一括補助化

再編（ゾーンバス化）

【共通】
・バス会社の資金
繰りや金融費用
削減のため、
車両の購入時
一括補助化

地域公共交通利便増進実施計画に対する重点的な支援（バス交通）



地域公共交通確保維持事業 離島航路：離島航路運営費等補助

① 離島振興法第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実
施地域又はこれに準ずる地域に係る航路であること。

② 本土と①の地域又は①の地域相互間を連絡する航路であり、かつ、
以下のいずれかに該当すること。
イ） 他に交通機関がないか又は他の交通機関によることが著しく不
便となること。

ロ） 同一離島に複数航路が存在する場合、同一離島について起点
港を異にし、終点が同一市町村にない航路であり、協議会で決定
された航路であること。

③ 陸上の国道又は都道府県道に相当する海上交通機能を有すること。
④ 関係住民のほか、郵便・信書便又は生活必需品及び主要物資等を
輸送していること。

⑤ 航路経営により生じる欠損見込が明らかにやむを得ないと認められ
ること。

離
島
航
路
運
賃

協
議
会
決
定
運
賃

地
方
バ
ス
運
賃

運
賃
引
き
下
げ

限
度
幅

実
際
の
運
賃

引
き
下
げ
幅・当該地域の地方バス等の運賃水準までを引き下げ限度幅とし、

地域（自治体等）による負担等を勘案して、協議会において
運賃水準を決定
・運営費補助の中で、協議会で決定された運賃引き下げ額の１／２
を含め、国が補助

離島住民運賃割引補助
制度概要

離島航路運営費等補助

制度概要

・補助対象は唯一かつ赤字の航路
・事前算定方式による内定制度
・補助対象経費の算出は効率的な運営を行った際の標準収支見込
により求める標準化方式を採用
・欠損見込額全体に対する補助充足率は１／２
・補助対象期間は10月から９月の１年間

補助対象航路の主な基準

離島航路は、離島に暮らす住民にとって、日常生活における移動や生活必需品等の輸送のために不可欠の交通手段
であり、その確保・維持に係る地域の取組みを支援。

（国）
航路運賃と協議会決
定運賃との差額の最大
１／２を補助

(自治体・離島航路事業者）
航路運賃と協議会決定運
賃との差額の国負担 分を
除いた部分を補助※

※補助対象航路 127航路115事業者（令和4年4月1日）



地域公共交通確保維持事業 （離島航路構造改革補助）

航路改善計画協議会

① 船舶の公設民営化

対象：地方公共団体

→ 代替建造・買取

② 効率化船舶の建造

対象：航路事業者

→ 代替建造

又は

貸 渡

船を借りて運航

地方公共団体

船舶の保有主体
買い取り

貸 渡

（売却・解撤） 代替建造

民間、３セクの

事業者

（以下のいずれかに該当する船舶）

・省エネルギー設備機器※を要する船舶
・既存船舶のトン数を10％以上小型化した船舶
・離島航路事業者が共同で利用する予備船舶

※ 省エネルギー設備機器：ターボチャージャー、推進効率改善に寄与する
プロペラ設備、特殊舵、バルバスバウキャップ、燃料改質器

① 船舶の公設民営化

公設民営化の補助要件

効率化船舶の補助要件

② 効率化船舶の建造（共有建造）

・省エネルギー設備機器を要する船舶等効率化船舶へ代替建造
する航路事業者に対して支援

制度概要 制度概要

・民間、３セクの航路事業者に対して貸し渡すため船舶を保有する
地方公共団体に対して支援

構造改革補助のスキーム

離島航路の維持・改善のため、協議会において当該航路の経営診断等で問題点や課題を把握した上で、将来
の欠損増大・経営破綻を回避するための改革の取組みを支援

調査事業

（航路診断・経営診断）

補助 100％

又は

事業者

売却・解撤
代替建造

老朽船

３０％

（補助）
（過疎債（充当率１００％、交付税措置率７０％）及び辺地
債（充当率１００％、交付税措置率８０％）の充当が可能）

１０％

(補助)

９０％
（（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構による船舶共有建造制度
の活用が可能。同機構の負担部分は、事業者が共有期間を通じて
毎月、船舶使用料として支払う。）

７０％

（以下のいずれかに該当する船舶）

・離島航路事業者に代わり、地方公共団体が代替建造する船舶
・離島航路に就航する船舶のうち、地方公共団体が買取を行うもの



離島住民の日常生活に重要な役割を果している離島航空路について、安定的な輸送の確保のため運航費補助を実
施するとともに、人の往来に要する費用の低廉化のため離島住民運賃割引補助を実施。

離島住民運賃割引補助

・離島住民に対する割引運賃を設定する場合に、運賃引き下げによる
損失額の１／２を国が補助（残り１／２は地域で負担）
・引き下げ限度額は、同一都道府県内離島航空路線及びこれに準ず
る路線（県庁所在地までの路線よりも距離が短い県外路線）のうち、
補助対象外路線の平均単価に路線距離を乗じた金額
・一定の要件を満たす路線については、最も日常拠点性を有する路線
に加え、これに準ずる路線についても補助対象とする
・実際の運賃水準は協議会において決定

離島航空路運航費補助

・補助対象路線は、経常損失が見込まれる離島路線のうち、地域の
協議会で決定された最も日常拠点性を有する路線
・事前算定方式による内定制度
・補助対象経費は、実績損失見込み額と標準損失額のいずれか
低い方
・補助対象経費の１／２以内を国が補助（残り１／２は地域で負担）
・補助対象期間は４月から翌年３月までの１年間
※補助対象航空路 １５航空路６事業者（R５年度）

制度概要
補助対象期間に経常損失が見込まれる離島航空路線において①～
④の基準を満たすこと。
① 当該離島にとって最も日常拠点性を有する地点を結ぶ路線である
こと。

② 海上運送等の主たる代替交通機関による当該離島と前項の地点
の間の所要時間が、概ね２時間以上であること。

③ 二以上の航空運送事業者が競合関係の下で経営する航空路線
でないこと。

④ 当該離島航空路線に係る運航計画の内容が、当該離島航空路線
の確保維持を図るため適切なものであって、その実施が確実であ
ると認められること。

補助対象路線の主な基準

制度概要
離
島
航
空
路
運
賃

（
普
通
運
賃
）

国(1/2)

航空会社や自治体等
による引き下げ(２６％)

※補助対象外離島航空路線（同一都道府県内離島航空路線、及びこれに準ずる離島航
空路線を対象）の運賃の平均

○離島住民割引補助のイメージ

離
島
航
空
路
運
賃

（
割
引
運
賃
）

補
助
を
受
け
よ

う
と
す
る
地
域

が
設
定
す
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運

賃更に割引！

地域(1/2)

更なる引き下げ分につい
て、地域と国とで
１／２ずつ補助

引
き
下
げ
限
度
額

（
単
価
（※

）×

路
線
距
離
）

地域公共交通確保維持事業 離島航空路：離島航空路補助


